
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和４年８月２２日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 加藤和男

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

長久手市の農業について

⑴ 農業の現状はどのようか。また、課題は何か。

⑵ 今後の農業のあり方について、あぐりん村の再整備や

アグリサポートセンターを設立する。また農地の利用集

積など効率的な農業経営が可能となるよう支援していく

という事だったが、現状はどのようか。

２

長久手市の重層的支援整備体制について

⑴ 重層的支援とは具体的にはどういう事か。

⑵ 目的は何か。

⑶ 市にとっての課題は何か。

３

長久手市の文化財について

⑴ 文化財の管理はどのようになっているか。

⑵ 岩作西城跡の調査はどのようになっているか。


